
6 2023．3．15 新型コロナウイルス感染防止のため、催し・講座は中止や一部変更になる場合があります

お知らせお知らせ
利用者を募集します
補 助 犬
　補助犬の利用を希望する方は、お
住まいの地域の障がい者支援センタ
ーへお問い合わせのうえ、介助犬・聴
導犬＝４月１４日㈮まで、盲導犬＝１０
月１３日㈮までにお申し込みくださ
い。
対都内在住の１８歳以上で次のすべ
ての要件を満たす方　①盲導犬＝視
覚障がい１級である、介助犬＝肢体
不自由１・２級である、聴導犬＝聴覚
障がい２級である②都内におおむね
１年以上居住している③世帯の所得
税課税額が月平均で７万７０００円未
満である④補助犬の飼育を、家屋の
所有者・管理者から認められている
⑤決められた訓練を受け、補助犬を
適切に管理できると認められる⑥補
助犬の利用が社会活動への参加に効
果があると認められる
問各地域の障がい者支援センター
（堺☎☎７９４・８７９０返７９８・２２９０、忠
生☎☎７９４・４８５１返７９４・４８５２、鶴川
☎☎７０８・８８２１返７０８・８９７７、町田☎☎
７０９・１３０１返７０９・１３０２、南☎☎７０６
・９６２４返７９９・２１４５）、町田市障が
い福祉課☎☎７２４・３０８９返０５０・
３１０１・１６５３

リサイクルショップまちエコ 
境 川 店 を 閉 店 し ま す
　粗大ごみの再生販売を行っていた
リサイクルショップまちエコ境川店
は、３月２５日㈯に閉店します。閉店
後、粗大ごみ再生品の購入を希望す
る方は、町田市バイオエネルギーセ
ンター内の「リサイクルショップま
ちエコ小山田店」（下小山田町）をご
利用ください。
問環境政策課☎☎７９７・０５３０

リサイクル広場まちだを移転します
　下小山田町で開催していたリサイ
クル広場まちだは、４月１日㈯から木
曽東にある境川クリーンセンター横
の建物へ移転します。なお、３月３１日
㈮は移転準備のためお休みします。
問環境政策課☎☎７９７・０５３０　

シニアシニア
地 域 介 護 予 防 教 室
　講座終了後も、集まった仲間で活
動を続けることを目指します。当日
及び講座については各高齢者支援セ
ンターへお問い合わせください。
●オトナのココロとカラダのエンジ
ョイ体操倶楽部　認知症予防を目的
としたプログラムです。ストレッチ
や考える運動など、一人ひとりに合

わせた内容で行います。お口の健康
についても学びます。
日４月７日、１４日、２１日、２８日、５月
１２日、いずれも金曜日午前１０時～
正午、全５回場小川会館定２０人（申し
込み順）申３月１５日午前９時～４月３
日に電話で南第１高齢者支援センタ
ー（☎☎７９６・２７８９）へ。
●モルックを始めませんか　フィン
ランドで生まれたレクリエーション
「モルック」を覚えます。専門講師に
よる運動や栄養の話もあります。
日４月１５日、２２日、５月６日、２０日、
２７日、いずれも土曜日午前１０時～
正午、全５回場成瀬コミュニティセ
ンター定１５人（申し込み順）申３月
１５日午前９時～４月１４日に電話で南
第３高齢者支援センター（☎☎７２０・
３８０１）へ。

◇
対市内在住のおおむね６５歳以上の
方
問高齢者福祉課☎☎７２４・２１４６

子ども・子育て子ども・子育て
国際版画美術館
子ども講座「ちいさな本をつくる」
対新小学３～６年生とその保護者日５
月６日㈯午後１時３０分～４時場同館
内大きめの紙に自由に色を付け、そ
れを切って小さな本にする講版画家
・常田泰由氏定８組（抽選）費１組
２０００円申３月２４日正午～４月１７日

にイベントダイヤル（☎☎７２４・
５６５６）ま た は イ ベ シ スコード
２３０３２４Ｈへ。
問同館☎☎７２６・２８８９
乳幼児の保護者向け講座・保育付き
おどろき　ももの木　子育て講座
　子どもの心身発達や救命救急な
ど、子育てに役立つ知識を身に付け
られる講座です。
対市内在住の乳幼児の保護者日５月
１０日、１７日、２４日、３１日、６月７日、
１４日、２１日、いずれも水曜日午前１０
時～正午、全７回場生涯学習センタ
ー講町田市地域子育て相談センター
職員、昭和薬科大学教授・吉永真理
氏、聖心女子大学教授・今川恭子氏、
（特）日本救急メッセンジャー定保育
付き＝１６人、保育無し＝５人／過去
に乳幼児講座及び幼児講座を受講し
ていない方を優先のうえ、抽選（結果
は４月１９日ごろ郵送）申ハガキまた
は用紙（様式は不問）に、講座名・住所
・氏名（ふりがな）・電話番号・子ども
の年齢・保育希望者（５月１日時点で８
か月以上の未就学児）は子どもの名
前（ふりがな）と生年月日を明記し、
４月１４日午後５時までに直接または
郵送（必着）で生涯学習センター（〒
１９４－００１３、原町田６－８－１）へ。
所定の用紙（生涯学習センターに有
り）に記入し、直接生涯学習センター
へ申し込みもできます。
問生涯学習センター☎☎７２８・００７１

２０２３年度ことぶき大学
問生涯学習センター☎☎７２８・００７１

　詳細は募集案内（生涯学習セン
ター、各市民センター、各市立図書
館等で配布）をご覧ください。
【①ユニバーサルスポーツコース】
日５月８日、２９日、６月１２日、２６日、
７月１０日、２４日、いずれも月曜日
午後２時～４時、全６回
場南市民センター
講（特）ユニバーサルイベント協会
会員
定３０人（抽選）
【②美術コース】
　西洋美術史入門です。
日５月１６日、３０日、６月１３日、２７
日、７月１１日、２５日、いずれも火曜

日午後２時～４時、全６回
場生涯学習センター
講アートナビゲーター・三沢恵子　
氏
定７７人（抽選）

◇
対市内在住の、２０２３年４月１日時
点で６０歳以上の方
申１次受付＝３月１５日正午～午後
７時にイベシスコード①２３０３１６
Ｄ②２３０３１６Ｅへ／２次受付＝３月
１６日正午～４月１０日にイベント
ダイヤル（☎☎７２４・５６５６）または
イベシスへ。

土地取引に関する手続きが変わります
問条例について＝地区街づくり課☎☎７２４・４２６７、
手続きについて＝土地利用調整課☎☎７２４・４２５６

　２０２１年度に全部改正した「町田市住
みよい街づくり条例」のうち、「早期周知
による街づくり」が４月１日から適用開
始となります。早期周知による街づくり
とは、大規模土地での土地利用転換や、
一定規模以上の開発・建築行為につい
て、計画づくりの早い構想段階で市や
市民の街づくりの方針を共有し、地区
の特性を生かした街づくりの実現を目
指す取り組みです。詳細は
市ＨＰ（右記二次元コード）
をご覧ください。
【新設・拡充する手続き】
①大規模土地取引の際の手続き（新設）
　市内における５０００㎡以上の土地
取引を行う場合は、土地取引を締結
する日の９０日前までに土地所有者か

ら市への届け出が必要になります。
※６月３０日以降に契約締結を行う取
引が対象で、４月１日から届け出の受
け付けを開始します。
②開発等構想段階での協議（拡充）
　下記の開発等を行う場合は、開発
等の構想が変更できる段階かつ開発
許可申請及び建築確認申請を行う前
までに、関係住民等への公表と周知
が必要になります。また、関係住民等
に加え、市からも協議を求めること
ができるようになります。
対象となる開発等１ｈａ以上の開発行
為等、延床面積３０００㎡以上の建築
行為、戸数５０戸を超える集合住宅に
係る建築行為、その他市長が必要と
認めた開発等

　新型コロナウイルス感染状況によっては、相談を中止する場合があります。今後の開催状況については、市ＨＰ（右記二次元コード）をご覧いただくか、電話でお問い
合わせください。また、少年相談については電話で八王子少年センター（☎☎０４２・６７９・１０８２）へお問い合わせください。
※①、④～⑧、⑩⑪については、オンラインでの相談もできます。また、①～⑧、⑩⑪は電話での相談も受け付けますので、希望する方は予約時にお伝えください。

暮らしに関する相談 「暮らしに関する相談」は、毎月１5日号に 
１か月分をまとめて掲載しています

名　称 日　時 対　象 申し込み等

①法律相談 月～金曜日
（3月21日、27日～31日を除く） 相談時間はお問い合わせください 市内在住の方

前週の金曜日から電話で予約
※3月24日は予約受付を行いません。
次回分は3月31日から受け付けます。

電話で市民相談室
（☎☎724・2102）へ

②交通事故相談 3月15日、22日、4月12日㈬ 午後1時30分～4時 相談日の1週間前から電話で予約
③人権身の上相談(人権侵害などの問題）3月17日、24日、31日、4月7日、14日㈮ 午後1時30分～4時15分

市内在住の方

電話予約制（随時）
④国税相談 4月4日㈫

午後1時30分～4時
電話予約制（次回分まで受け付け）

⑤不動産相談 3月28日、4月11日㈫
⑥登記相談 3月16日、4月6日㈭

⑦行政手続相談 3月16日、23日、30日㈭
4月5日、12日㈬ 午前9時～11時30分

⑧年金・社会保険・労務相談 4月6日㈭ 午後1時30分～4時
⑨少年相談 3月28日、4月11日㈫ 午前9時～午後4時 事前に電話で八王子少年センター（☎☎042・679・1082）へ
⑩国の行政相談 4月4日㈫ 午後1時30分～4時 電話予約制（次回分まで受け付け） 電話で市民相談室

（☎☎724・2102）へ⑪建築・耐震相談 4月5日㈬
⑫電話による女性悩みごと相談（家
庭、人間関係、女性への暴力等）

月～土曜日
（祝休日、第3水曜日を除く）

午前9時30分～午後4時
（水曜日のみ午後1時～8時） 市内在住、在勤、

在学の方

電話で男女平等推進センター相談専用電話（☎☎721・4842）へ
※法律相談有り＝要予約

⑬電話による性自認及び性的指向
に関する相談 毎月第2水曜日（祝休日を除く） 午後3時～8時 電話で性自認及び性的指向に関する相談専用電話（☎☎721・1162）へ

⑭消費生活相談 月～土曜日（祝休日を除く） 午前9時～正午、午後1時～4時 電話で消費生活センター相談専用電話（☎☎722・0001）へ


